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１．趣旨 

1.1 背景・目的 
エネルギーを巡る課題への対応は、化石燃料の有限性と需給の不安定や地球温暖化問

題などから、世界的に重大な関心事となっています。日本においても、現代の生活は、

化石エネルギーの消費によって支えられており、「エネルギー・セキュリティー確保」「地

球温暖化対策」は主要な課題と位置づけられています。 
このような中、化石燃料消費の抑制や二酸化炭素排出抑制につながる新エネルギー・

省エネルギーの導入普及、再生可能エネルギーへの転換を図っていくことが重要となっ

ています。日本でも 2008年 7月の「低炭素社会づくり行動計画」において、再生可能エ
ネルギー導入量の目標が示されたほか、先に閣議決定された「新成長戦略」では「再生

可能エネルギーの急拡大」が国家戦略プロジェクトの第１番目に位置付けられています。 
エネルギーに係る対策は、国レベルの対策とともに、地域の気候風土、生活実態を踏

まえた地域レベルでの取り組みが求められます。 
茨木市では、第 4 次総合計画、環境基本計画において省エネルギー化の推進や新エネ
ルギーの活用に関する方向を示し、取り組みを進めています。茨木市地域エネルギービ

ジョンは、これらを踏まえ、より効果的、加速度的に新エネルギー・省エネルギーの導

入普及を図ることを目的として策定します。 

エネルギーを巡る課題 
エネルギー・セキュリティー確保 

○ 新興国におけるエネルギー消費の急
増による需給バランスの変化 

○  石油依存度低減の停滞 

地球環境問題への対応 

○ 二酸化炭素の排出削減は国際的責
務 

○  2020年に-25%削減を目標 

自治体の役割
新エネルギー利用・省エネルギーに係る普及推進の取り組

地域エネルギービジョンの策定･新エネルギー･省エネルギーの普及促進 

新エネルギー・省エネルギー対策の必要性 
 資源制約や環境負荷の少ない新エネルギー並びに省エネルギー化の 

加速的な開発及び導入が不可欠 
(新エネルギーの例) 
太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギー、クリーンエネルギー自動車な

ど 
（省エネルギーの例） 

ESCO 事業、省エネルギー機器の導入
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1.2基本的事項 
1.2.1ビジョンの位置づけ 
「茨木市地域エネルギービジョン（以下、ビジョン）」は、「環境基本条例（平成 15年

度）」の基本理念に基づき、「第 4 次総合計画（平成 17 年度）」「環境基本計画（平成 16
年度）」を上位計画とし、本市における新エネルギー・省エネルギーの導入普及を図るも

のと位置づけます。また、国や府の関連計画等と連携を図ります。 
また、来年度策定予定の「茨木市地球温暖化対策新実行計画（仮称）」の取組となる新

エネルギー活用および省エネルギー推進に関する施策の基本的な考え方を牽引するもの

とします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【参考】茨木市環境基本計画（目標年度平成 27（2015）年度）   
 茨木市環境基本計画の中で、本ビジョンに深く関連がある重点施策として、「地球温

暖化対策の推進」、「環境に関する教育・学習の推進」、「市民・事業者の取組支援」が掲

げられています。 

◆地球温暖化対策の推進 
○地球温暖化に関する啓発 
○「エコオフィスプランいばらき」の推進 
○施策・事業実施における地球温暖化対策への貢献 
○地球温暖化に関する情報収集活動の充実 

◆環境に関する教育・学習の推進 
○環境配慮行動に関する啓発活動の推進 
○環境教育の推進と支援 
○環境意識啓発用教材の作成 

◆市民・事業者の取組支援 
○市民活動の促進 
○事業者の環境活動への支援 

国・府の 
関連計画 

茨木市環境基本計画 

茨木市 
地域エネルギービジョン

都市計画マスタープラン 

茨木市地球温暖化対策

実行計画（仮称） 
平成 23年度策定予定

第 4次総合計画 

茨木市 
環境基本条例 
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1.2.2茨木市の環境への取り組み 
（１）これまでの取組事業 
 平成 10年度から「いばらき環境フェア」を実施し、平成 12年度からは、「環境家計
簿」の普及を行うなど、市民主体の環境への取り組みを進めています。新エネルギー

に関しては、平成 16年度から住宅用太陽光発電設置補助をスタートさせ、以来、平成
22年度まで継続してきた結果、549件の導入により、1,918kW（2010年 7月 22日現
在）の導入を実施するに至りました。 
 一方、事業者への取り組みとしては、環境に配慮した事業活動の定着を図るため、

環境管理制度導入補助事業や新エネルギー導入や省エネルギー改修に対して、補助金

事業を実施しています。 
 さらに、市自らは、平成 13年度に茨木市地球温暖化対策実行計画策定を行い、平成
19年度には、ISO14001を認証取得し、環境配慮活動に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

表 これまでの茨木市の取組状況 

年度

主体
H18 H19

事業者

行政

H7 H16

市民

H8 H9 H10 H20 H21 H22H11 H12 H13 H14 H15 H17

住宅用太陽光発電設置補助【H16～】

地球温暖化対策設備導入補助【H22～】

環境家計簿【H12～】

緑のカーテンモニター【H21～】

環境教育･学習基本方針【H19～】

いばらき環境フェア【H10～】

低公害バス導入補助【H10～H18】

環境管理制度導入補助【H19～】

新規施設に設置【H14～】

エコオフィスプランいばらき【H12～】

ISO14001認証取得（本庁舎・消防本部）【H19～】

環境教育ボランティア登録制度【H13～】

環境家計簿コンテスト等普及啓発【H16～】

こどもエコクラブ【H7～】　・　小学校５年生向け副読本発行【H7～】

茨木市地球温暖化対策実行計画（市事務事業のみ）【H13～】

 

 
 
写真 

 
 
写真 
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（２）公共施設等への新エネルギー・省エネルギー等率先導入 
 本市では、これまでも率先して、新エネルギーや省エネルギー機器導入を進め、す

でに、太陽光発電設備を 13 ヶ所、141kW 導入してきました。また、太陽熱温水シス

テムも 2 ヶ所導入しており、太陽エネルギーの利用を進めています。その他、コジェ
ネや廃棄物発電の導入も実施しています。一方、省エネ設備では蓄熱空調を積極的に

導入しております。 
 

 

 

 
 
 

 
 
写真 

 
 
写真 

 
 
写真 

 
 
写真 

 
 
写真 

 
 
写真 
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表 茨木市が導入している新エネルギー・省エネルギー等設備一覧表 

五十鈴市民プール S58.11 太陽熱利用 472.5㎡

中央図書館 H3.12 蓄熱空調

西河原市民プール H5.6 コージェネ 1kW×3
288kW? 蓄熱空調

障害福祉センターハートフル H8.3 蓄熱空調

環境衛生センター H8 廃棄物発電 10,000kW

太陽熱利用 79.4㎡

コージェネ 36kW

市庁舎南館 H9.4 蓄熱空調 雨水利用 140â

下穂積分署 H10.9 蓄熱空調

水尾コミュニティセンター H11.2 雨水利用 1â

男女共生センターローズWAM H11.12 蓄熱空調

郡コミュニティセンター H12.6 雨水利用 1â

西河原コミュニティセンター H12.7 雨水利用 1.5â

保育所（18施設)【空調増設】 H14.7 蓄熱空調

福祉文化会館【空調改修】 H14.8 蓄熱空調

畑田コミュニティセンター H14.10 太陽光発電 4kW 雨水利用 1â

東市民体育館 H14.12 太陽光発電 20kW 蓄熱空調 雨水利用 140â

安威公民館 H15.9 太陽光発電 5kW 蓄熱空調 雨水利用 2â

太陽光発電 12kW 雨水利用 25â

コージェネ 9.8kW×2

彩都西小学校 H16.3 太陽光発電 10kW

生涯学習センター H16.9 太陽光発電 20kW 蓄熱空調 雨水利用 120â屋上緑化

豊川コミュニティセンター H18.3 太陽光発電 5kW 雨水利用 1â

玉島保育所 H19.1 屋上緑化

彩都西中学校 H20.3 太陽光発電 10kW 雨水利用 49.5â

合同庁舎【空調改修】 H20.12 蓄熱空調

下井分署【改修】 H20.12 太陽光発電 5kW

南市民体育館 H22.3 太陽光発電 20kW 雨水利用 53â

東奈良小学校【改修】 太陽光発電 10kW

西河原小学校【改修】 太陽光発電 10kW

西小学校【改修】 太陽光発電 10kW

老人福祉センター南茨木荘 H16.1

その他

老人福祉センター沢池荘 H9.2

設置設備

新エネルギー 省エネルギー
竣工年月施設名

雨水利用
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1.2.3ビジョンの対象 
（１）対象とする地域・主体および計画期間 
 本ビジョンの対象とする地域は、茨木市全域とします。 
 また、市民、事業者、市をはじめとするあらゆる主体を対象とし、市民、事業者、

市が一体となり計画を推進します。 
 計画期間については、今後策定予定の「茨木市地球温暖化対策新実行計画（仮称）」

を踏まえ、平成 32年度とします。 
 
○ 対象地域：茨木市全域 
○ 対象主体：市民、事業者、市 
○ 計画期間：平成 32年度（2020年度） 
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２．茨木市の地域特性 

2.1自然特性 
2.1.1位置・地勢 
 本市は、淀川北の大阪府北部に位置し、北は京都府亀岡市に、東は高槻市、南は摂津市、

西は吹田市・箕面市・豊能郡豊能町に接しています。北半分は丹波高原の老の坂山地の麓

で、南半分には大阪平野の一部をなす三島平野が広がっています。 
 南北 17.05 km、東西 10.07km、面積 76.52km2の、南北に長く東西に短い形で、北から

南に向かって安威川・佐保川・茨木川が流れています。 
 

図 茨木市の市域図 
 

佐保川

安
威
川

名神高速
茨木川

JR京都線
阪急京都線

茨木高原

十日市浄水場

安威川流域下水道中央水みらいセンター

千歳橋
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2.1.1気象 
 本市の気候は穏やかな瀬戸内気候区に属し、日照が多く比較的温暖であり、市の中心部

における平年の平均気温は 16.8℃で、山地部においては 13℃前後とやや冷涼性を帯びてい
ます。 
  平均風速は 1.8m/sで大阪府観測所（2.6m/s）よりも低く、日照時間は 1,822時間/年と大
阪観測所（1967時間）よりも短くなっています。平均気温は 1980年から 2009年の約 30
年間で、2度以上上がっています。 

図 茨木市の降水量と平均気温 
（出典：気象庁 気象データ（枚方観測所）） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 茨木市の平均気温 

（出典：気象庁 気象データ（枚方観測所）） 

12

13

14

15

16

17

18

1980 1985 1990 1995 2000 2005

･
ｽ･
ﾏ･
C･
ｷ(･
･･
j

2009

14.1℃

16.3℃

 



 
 

10

2.2社会・経済特性 
2.2.1人口と世帯数 
 本市の人口は 273,796人、世帯数は 112,196世帯です（平成 21年 10月現在）。人口、世
帯数ともに増加を続けていますが、世帯数の増加が人口の増加よりも急激に進んでいるた

め、１世帯あたり人数は、1990年に 2.88人だったものが、2005年には 2.53人と減少して
います。これを国全体と比較した場合には、わずかに少ないですがほぼ同数です。 
 年齢３区分別推移では、15歳未満が減少し、65歳以上が増加しており高齢化が進んでい
ます。世帯の家族類型では、単身世帯や夫婦のみの世帯が増加し、夫婦と子供から成る世

帯が減少しています。 
図 人口と世帯数 （出典：茨木市統計書） 
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図 1世帯あたり人員数 （出典：茨木市統計書） 
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図 世帯人数別世帯数の変遷（出典：茨木市統計書） 
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図 茨木市世帯人数別世帯数の変遷（比率）（出典：茨木市統計書） 
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図 大阪府世帯人数別世帯数の変遷（比率）（出典：平成 17年度国勢調査） 
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図 年齢 3区分別推移（出典：茨木市統計書） 
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図 世帯の家族類型（出典：茨木市統計書） 
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2.2.2産業 
 茨木市内の事業所数は 9,172事業所、従業者数は 103,486人（2006年現在）です。事業
所、従業者数ともに 1996年をピークに下がり始めており、1996年～2006年の 10年間で、
約 900事業所、1万人の減少となっています。 
 製造業に関わる規模別事業所数では、10人未満の小規模事業所数の減少が進んでいます。
製造品出荷額は 2005年をピークに同程度で推移しています。産業分類別には、第 3次産業
に携わる事業所が非常に多い状況です。 

 
図 茨木市内の事業者数・従業員数（出典：茨木市統計書） 
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図 事業者規模別の事業所数（製造業）（出典：茨木市統計書） 
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図 産業分類別事業所数割合（出典：茨木市統計書） 
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図 製造品出荷額 （出典：茨木市統計書） 

4,311 

5,117 

6,422 
5,935 6,060 

－

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

2003 2004 2005 2006 2007

（億円)

 

 
 
 
 



 
 

16

2.2.3 交通 
 ＪＲ東海道本線と阪急京都線が市の中央部を並行して走っており、市域には、ＪＲ１駅

（茨木駅）、阪急３駅（総持寺駅、茨木市駅、南茨木駅）が設置されています。また、大阪

モノレールがそれら２線をまたぐ形で市域南西部を走り、4 駅（阪大病院前駅、宇野辺駅、
南茨木駅、沢良宜駅）が設けられているほか、平成 18年度には、大阪モノレール彩都線は
2駅（豊川駅、彩都西駅）が開業を迎えました。 
 旅客状況（2008年度）は、JR茨木駅で 16,676千人、阪急 3駅で 24,847千人、大阪モ
ノレール 4駅で 7,312千人、彩都線 2駅で 1,189千人となっており、ここ 5年では大阪モ
ノレールは増加、JR及び阪急は同程度の水準が続いています。 
 バス路線については、ＪＲ茨木駅、阪急茨木市駅等の市の中心部と周辺を結ぶ交通機関

として、阪急バス、近鉄バス、京阪バスの３社によるバス交通がその主な役割を果たして

います。バス乗車人数は、3社の合計で 10,000千人弱であり、直近 5年では減少傾向にあ
ります。 
 道路については、名神高速道路、近畿自動車道のほか、国道 171 号、大阪中央環状線な
ど多くの広域幹線道路が走っています。 
  

図 道路交通網（出典：茨木市観光協会） 
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図 鉄道利用者（乗車）数（出典：茨木市統計書） 
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図 バス乗車人数（出典：茨木市統計書） 
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図 市内在籍自動車保有台数（出典：茨木市統計書） 
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2.2.4土地利用 
 茨木市の土地利用状況は、森林が 2,940haと市全域の 38.4％を占めています。ついで、
宅地が 1,946ha（25.4％）、その他（官庁、学校、ゴルフ場等）1,268ha（16.6％）、農用地
609ha（8.0％）などとなっています。 
 土地利用に関する主な法規制である「都市計画法」により、市域全体が都市計画区域に

指定されており、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。市街化区域において

は、地域特性や市街化の発展方向などを踏まえ、適正で合理的な土地利用を誘導するため、

用途地域等の地域地区を定めています。 
 また、国土利用計画法に基づく大阪府土地利用基本計画により、都市地域、農業地域、

森林地域及び自然公園地域が指定されています。 
図 土地利用の状況（出典：平成 13年度大阪府国土利用計画） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 22年度大阪府国土利用計画は、平成 22年府 9月大阪府議会上程中で、12月末で決
定します。 

図 経営耕地面積と農家数の変遷（出典：茨木市統計書） 
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■林業について 
 茨木市の森林面積は、平成 20 年現在で 2,791 ヘクタール、林野率は 36.5 パーセントで
あり、気候の影響によりほとんどが暖帯林に属し、アカマツの天然林が多く、次いでクヌ

ギ、コナラ等の広葉樹林が見られ、暖帯林本来のシイ、カシ林はわずかに存在する程度で

す。しかし、マツ林では松くい虫の被害が依然として存在し、解決すべき問題となってい

ます。人工林については 548ヘクタール、人工林率は約 20パーセントとなっています。大
阪府下平均から見ても人工林への転換は依然として低調ですが、毎年微増しています。 
 近年、森林の公益的機能が全国的に注目され、特に都市近郊林において、その傾向が著

しく、人工林一辺倒の林業経営が見直されはじめ、市民からは身近な自然環境資源として

の保全整備に対する期待が強くなっており、この豊かな森づくりを実現するために森林ボ

ランティアなどの参加による森林の整備が行われています。 
  
※ 参考 人工林率＝人工林面積（548ha）/樹林地面積（2,580ha） 

 
図 森林資源面積割合（出典：茨木市統計書） 
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2.2.5住宅 
 茨木市内の住宅着工床面積は、毎年 20～30万m2程度で推移しているが、2007年には
20万m2を割り込んでいる。建て方別世帯数は、持ち家が最も多く、1988年以降増加して
いる。 

図 新築着工床面積（住居）（出典：茨木市統計書） 
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図 建て方別世帯数の変遷（出典：茨木市統計書） 
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図 構造別住宅着工数（出典：茨木市統計書） 
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2.3地域特性まとめ 
 
自然特性 
位置・地勢 ・大阪府北部に位置し、京都府亀岡市、高槻市、摂津市、吹田市、箕面市、

豊能郡豊能町と接している。 
・市北半分は丹波高原の老の坂山地の麓の丘陵地、市南半分は三島平野が

広がる。 
気象 ・穏やかな瀬戸内海気候区であり、平均風速は 1.8m/sと弱い。 

・平均気温は直近 30年間で 2.2℃上昇している。 
社会・経済特性 
人口と世帯数 ・人口および世帯数が増加している。 

・世帯数の増加率が高く、世帯当たり人口は減少している。 
・世帯人数は、１～3人世帯が増加している。 
・15歳未満人口が減り、65歳以上人口が増加している。 
・単身世帯や夫婦のみ世帯など、世帯人数の少ない世帯が増加している。

産業 ・事業所、従業者数ともに 1996年をピークに減少している。 
・2003～2007年では、10人以下の中小企業が減少している。 
・第 3次産業が非常に高い割合だが、1996年以降は減少傾向にある。 
・製造品出荷額は 2005年をピークに 6,000億円程度で推移している。 

交通 ・JR東海道本線、阪急京都線、大阪モノレールがそれぞれ運行しており、
ここ 5年はモノレールの延伸(2006年)以外では、利用者数は安定している。
・バス路線は、阪急バス、近鉄バス、京阪バスの 3社が運行しており、利
用者数は全体的に微減傾向である。 
・自動車保有台数は、1990年時点では 10万台程度であるが、直近 5年で
は 12万台を超えている。 

土地利用 ・森林が 2,940haと最も多く、次いで宅地が 1,946haとなっている。 
・耕地面積は 30％程度、農家戸数も 25％減っている（1990年比） 
・茨木市の森林は、天然林率（アカマツが主）が 72%、人工林率が 20%程
度であり、森林ボランティアによる森林整備が実施されている。 

住宅 ・新築着工床面積は、2005年をピークに減少している。 
・建て方別世帯数分類では、持ち家が増加している。 
・構造別住宅着工数は、木造住宅が減少し、鉄筋鉄骨コンクリート造が増

加している。 
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3. エネルギー消費量 

3.1エネルギー消費量の考え方 
 市内で消費されているエネルギー消費量を推計しました。推計は、産業部門、民生業務

部門、民生家庭部門、運輸部門の各部門別に行いました。部門構成、一人当たりエネルギ

ー消費量も試算しています。 
 算出年度は、京都議定書の基準年である 1990年度（正式には 1990年）、データが全て揃
っている最新年度である 2008年度の 2カ年分としました。 
 
3.2エネルギー消費量 
 茨木市におけるエネルギー消費量の推計結果を、以下の表と図に示しました。2008年度
のエネルギー消費量は 19,381TJ（テラ・ジュール）であり、1990年度と比較すると 0.5%
の増加となっています。一方、全国での増加率は 0.8%と増減傾向は同程度でした。 
 部門構成比は、2008 年度で産業部門が 42%と最も多くなっています。1990 年度と比較
した場合、民生家庭、民生業務が増加、運輸が微増、産業が減少しており、大阪府と同様

の傾向を示していますが、茨木市では産業部門の比率が最も高いのに対して、大阪府では

民生業務部門の比率が最も高い状況です。 
 一人当たりエネルギー消費量は、2008年度で 72GJであり、1990年度（77GJ）と比較
して減少しています。また、大阪府と比較した場合、2008年度、1990年度ともにエネルギ
ー消費量は多い状況です。 
 一方、家庭部門における一人当たりエネルギー消費量は、2008年度は 13GJであり、1990
年度（10GJ）に比べて増加しています。大阪府と比較した場合、各年度ともに少ない状況
です。 
 

表 エネルギー消費量のまとめ 

エネルギー消
費量（TJ)

構成比
エネルギー
消費量（TJ)

構成比

産業部門 10,463 54% 8,071 42% -23% -42%
2,635 14% 3,568 18% 35% 21%
3,413 18% 4,684 24% 37% 35%
2,777 14% 3,059 16% 10% 61%

最終エネルギー消費 19,288 100% 19,381 100% 0.5% 0.8%

民生家庭部門
民生業務部門

運輸部門

増加率
全国の
増加率

1990年度（平成2年度） 2008（平成20年度）
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図 大阪府との部門別構成比の比較 
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図 一人当たりエネルギー消費量（部門全体） 
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図 一人当たりエネルギー消費量（家庭部門） 
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3.3エネルギー起源 CO2排出量 
 茨木市内の CO2排出量推計結果を表に示します。2008年度の CO2排出量は、約 1,155
千トンであり、1990年度に比べて 9.0%の削減となります。エネルギー消費量は増大してい
るにも関わらず、CO2 排出量が削減している理由は、電力の排出係数が下がったことが影
響しています。 
 部門別でみると、産業部門で減少していますが、民生家庭、民生業務、運輸部門で増加

しており、他 2市の増加率の傾向と同じであると考えられます。 
  

表 CO2排出量の推計結果（1990年度及び 2008年度） 

CO2排出量
(t)

構成比
CO2排出量
(t)

構成比
高槻市 吹田市

736,349 58% 508,188 44% -31% -34% -41%
189,757 15% 240,964 21% 27% 10% 25%
160,062 13% 202,890 18% 27% 32% 47%
183,662 14% 203,044 18% 11% 14% 12%

1,269,829 100% 1,155,086 100% -9.0%

民生家庭部門
民生業務部門

運輸部門

産業部門

CO2排出量合計

他市増減率1990年度（平成2年度） 2008年度（平成20年度）
増加率

 

※国の増加率 （出典：日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2008年度）確定値） 
※電力の排出係数：1990年で 0.353kg-CO2/kWh、2008年で 0.299kg-CO2/kWh 
 （出典：2010年関西電力 CSRレポート参照） 
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4.新エネルギーの賦存量・利用可能量 

4.1新エネルギーとは 
 新エネルギーとは、下の図に示すように、再生可能エネルギーのうち大型水力、地熱、

波力、海洋温度差発電を除く自然エネルギーと、廃棄物発電等リサイクル・エネルギーで

す。 
 

図 新エネルギーとは (財団法人 新エネルギー財団 HP) 
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4.2 新エネルギー賦存量と利用可能量の推計の考え方 
4.2.1推計の対象 
 今回の調査の対象とした新エネルギーの範囲は、「新エネルギー利用の促進に関する特別

措置法」（新エネ法）において対象とされている新エネルギーです。 
 水力発電については、4.1のように新エネルギーに位置付けられてはいませんが、RPS法
において中小規模の水力発電（1000kW 以下のものであって、水路式の発電およびダム式

の従属発電）が「新エネルギー等」と認められており、検討対象とします。 
※RPS法[Renewable portfolio standard] 

 2003年 4月に施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」のことをいい

ます。この RPS法は、電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定割合以上利用することを義

務付け、新エネルギー等の一層の普及を図るものです。 

 
4.2.1推計方法 
 新エネルギーの「量」は、気象や経済活動等地域の特性に応じて増減する量であり、エ

ネルギー変換の技術革新等によっても利用できる量は変化しています。 
 そのため、地域の新エネルギー量は、「賦存量」、「導入可能量」という以下のような考え

方をもって推計するものとします。 
 

表 賦存量・利用可能量の定義 
項目 定義 

賦 存 量 当該地域において、現在ある資源から理論的に算出しうる最大のエ

ネルギー量であり、様々な制約要因は考慮していない量。 
導 入 可 能 量 エネルギーの集積状況、利用技術効率、他用途との競合等の社会的

要因を考慮したエネルギー量。 
 

表 賦存量・利用可能量の推計対象 

賦存量 新エネルギー 
発電 熱 輸送用燃料

導入可能性 

太陽エネルギー ○ ○ - 公共施設、家庭への太陽光発電、

太陽熱温水器の導入検討 

風力エネルギー ○ - - 市内での風力発電の導入検討 

中小水力エネルギー ○ - - 浄水場での水力発電の導入検討 

バイオマス ○ ○ ○ 各種バイオマスの利用可能量 

温度差 - ○ - 下水処理場での空調利用の検討 
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表 賦存量・利用可能量の推計方法 
新エネルギー種別 賦存量の推計方法 利用可能量の推計方法 
太陽エネルギー 
 

茨木市全域に降り注ぐ全ての

日射量 
■発電：以下の合計 
・延床面積 500m2以上の公共施設 131
か所に太陽光パネルを10kWずつ設置
・戸建住宅のうち 30％に太陽光パネル
を 3kW設置 
■熱：以下の合計 
・老人福祉施設 10 施設に太陽熱温水
器 20m2ずつ設置 
・戸建住宅のうち 30％に太陽熱温水器
3m2ずつ設置 

風力エネルギー 市内風況図で平均風速 6m/s
以上（高さ 50m）の箇所に設
置する風車の発電量 

平均風速 6m/s 以上のメッシュ箇所に
おいて、アクセス道路がある場合のみ

設置 
中小水力 ・千歳橋（安威川）での平均

流量から得られる発電量（落

差 3m） 
・十日市浄水場で得られる発

電量 
・下水処理場での処理水利用

【保留・検討中】 
・下水処理場での処理水利用 

バイオマス 森林 森林（人工林、天然林）の成
長量から算出 

・老健施設（行政管轄）11箇所の化石
燃料を森林バイオマスで代替 
・プール 4箇所の化石燃料を森林バイ
オマスで代替 

建築解体廃材 NEDO調査参照 NEDO調査参照 
稲藁   

下水汚泥   
温度差 下水処理施設の処理水と気温

差から得られる熱量 
下水処理施設で消費されるエネルギ

ー消費量を下水熱ヒートポンプで利

用する場合の必要熱量 
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4.3 新エネルギー賦存量と利用可能量の推計結果 
 茨木市の自然エネルギー賦存量は、太陽エネルギーが最も多く賦存しており、他のエネ

ルギー種と比較して、非常に高い数値を持っています。一方、利用可能量も太陽エネルギ

ーが最も高い値を示しています。太陽光発電、太陽熱温水システムの積極的な導入が可能

です。 
 その他、バイオマスでは森林を検討した結果、太陽エネルギーに次いで有望であること

が分かりました。 
表 エネルギー種別ごとの賦存量・利用可能性に関する状況 

エネルギー種別 賦存量・利用可能性に関する状況 
太陽エネルギー 賦存量は非常に高く、利用可能量についても公共施設・事業所・家庭

などいずれも高い数値となっています。茨木市で最も有望な新エネル

ギー種別と考えられます。 
風力エネルギー 賦存量、利用可能量ともに市内北部で有望な地点があると言えます。

中小水力 
エネルギー 

賦存量は、利用可能量ともに低いですが、浄水場や下水処理施設など

個別施設においては多少の可能性があると考えます。 
バイオマス 
エネルギー 

市内北部の森林の賦存量が大きいです。需要先は、福祉施設やプール

施設などの熱需要が考えられます。 
温度差エネルギー 賦存量は非常に高い数値ですが、需要先が少なく利用可能量は小さく

なっています。 
 

図 新エネルギー賦存量・利用可能量の推計結果 
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5．アンケート調査 

5.1市民アンケート 
 茨木市の市内在住の市民を対象として、郵送配布、郵送回収形式で住まい、新エネルギ

ー、交通に関するアンケート調査を実施した。 
 
5.1.1市民アンケート調査の目的 
・市内の住宅の特徴についての把握 
・家庭における既存の空調/給湯設備についての把握 
・省エネ行動についての把握 
・自然エネルギー設備導入状況についての把握 
・交通利用状況についての把握 
・市民活動や低炭素社会づくりについて関する把握 
 
5.1.2市民アンケート調査の条件 
・調査対象：市内在住 

・配布数：250 

・抽出方法：市内事業所従業員、環境家計簿への取り組み者、生ごみ処理容器等設置補

助金の交付を受けられた方を無作為抽出 

・回収数：167 (66.8%) 

 
5.2.3 結果概要 
(1)回答者属性 
・西・三島・西陵・太田中学校区が 30％と最も多かった。 
・年齢は 60代以上が 33%、50代が 29％と 50代以上が 62％を占めており、20代は 3%で
あった。 
・居住年数は、20年以上が 34%と最も多く、次いで 10～20年未満が 20％と続いた。 
(2)住まいについて 
・戸建住宅（持ち家・賃貸）が 70%、集合住宅（持ち家・賃貸）が 30％であった。 
・3人世帯が 31%と最も多く、次いで 2人世帯が 29%であった。 
・ガスボイラが 73%と最も多いが、機器選択は既に設置または業者に依存した場合が最も
多かった。 
・2005年以降のエアコンが 181台と最も多く、次いで 2000～2004年が 162台あった。一
方、使用していない家庭も 7世帯あった。 
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(3)省エネ行動について 
・「出来る範囲で取り組むべきこと」が 68%で最も多かった。一方、「面倒なこと」「やりた
くないこと」「必要ないこと」は非常に少なかった。 
・「努力している」が 92%と圧倒的に多かったが、「努力していない」のうち最も導入に踏
み切れない理由は、機器の費用とのことであった。 
・省エネ診断は、「受けたくない」が 51%と最多であったが、「受けたい」も 41%であった。 
 
(4)自然エネルギー設備使用状況 
・自然エネルギー設備は、太陽光発電が 6%と最も多かった。ただし、「いずれも無し」が
90%と非常に多いのが実情である。 
・今後、導入してみたい自然エネルギー設備は、太陽光発電が 54％と圧倒的に多く、太陽
熱温水器は 16%にとどまっている。「導入しない」は 37％であった。 
・茨木市の取り組みの周知度（生涯学習センターきらめきへの太陽光発電導入について）

は、「知らなかった」が 71 ％と最も多かった。 
・自然エネルギー設備への出資に関する許容金額は、「わからない」が 47%であり、「5万
円未満」が 21%と続いた。10万円以上の出資は、全体合わせて 12%であった。 
 
(5)交通について 
・自動車等種別毎所有台数は、自転車が 384台と最大であった。低公害の車所有状況は、
低い排出ガス車が 47%と一般的な自動車である「上記以外」よりも多かった。 
・マイカー利用頻度は、ほぼ毎日が 29％と最も多く、次いで週 2～3回が 24％と続いてい
る。 
・マイカー利用目的は、買物（市内）が 34％と最も多い。通勤・通学（市内/市外）が合わ
せて 30％で同程度である。 
・次回、車の買い替え希望については、ハイブリッド車が 41％と最も多く、次いで低排出
ガス車が 26％であった。 
 
(6)低炭素社会づくりに向けて 
・家計負担の許容度は。月 1000円未満が合わせて 44％であった。「負担したくない」は 14％
であった。 
・新エネ・省エネに関する行政の取り組みについては、「住民参加の機会創出」が 55％と最
も多かった。 
「低炭素社会」や「地球温暖化」についてわかりにくいことは、「日常生活での取組み効果

不明」が 67%と最も多かった。 
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5.1.4市民アンケート集計結果 
１）属性 
①性別、居住地区、年齢、職業、一緒に住んでいる方、居住年数、今後の予定、住居構造 
 
■性別 

サンプル数

16743.1% 51.5% 5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 女性 不明

 
男性 43.1%、女性 51.5%とほぼ同程度であった。 
 
■居住地区（中学校区） 

サンプル数

1678% 10% 30% 20% 14% 12% 4%3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北辰・北陵 豊川・北・彩都西 西・三島・西陵・太田

養精・東 南・天王 東雲・平田

わからない 不明

 
西・三島・西陵・太田中学校区が 30％と最も多かった。 
 
■年齢 

サンプル数

1673% 15% 19% 29% 33% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代 30代 40代 50代 60代以上 不明

 

60代以上が 33%、50代が 29％と 50代以上が 62％を占めており、20代は 3%であった。 
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■職業 

サンプル数

16749% 11% 4% 2% 12% 1% 19% 1%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

給与所得者 パート・アルバイト 自営業

自由業 家事 学生

無職 その他 不明

 

給与所得者が 49%とほぼ半数を占めており、無職が 19%と続いた。 
 
■一緒に住んでいる方 

サンプル数 160

14%

10%

9%

10%

13%

31%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

乳幼児

小学生

中学生

高校生

大学・専門学校

65歳以上

いずれもいない

 
「いずれもいない」が 34％と最も多く、次いで 65歳以上が 31%と続いた。 
 
■居住年数 

サンプル数

167
7% 2% 19% 16% 20% 34% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生まれた時から 1年未満 1～5年未満 5～10年未満

10～20年未満 20年以上 不明

 
20年以上が 34%と最も多く、次いで 10～20年未満が 20％と続いた。 
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■住居構造 

サンプル数

16737% 53% 5% 3% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉄筋コンクリ 木造 プレハブ その他 不明

 
木造が 53%と最も多く、次いで鉄筋コンクリートが 37%であった。 
 
 
■今後の予定 

サンプル数

16786% 7%
1%2%

1% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住み続けたい・分からない 移りたい（市内）

近々移る（市内） 移りたい（市外）

近々移る（市外） 不明

 
住み続けたい・分からないが 86%と最も多かった。 
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２）住まいについて 
■ 住宅の建て方（単数回答） 

サンプル数

16765% 5% 19% 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

戸建-持家 戸建-賃貸 集合-持家 集合-賃貸 その他

 
 戸建住宅（持ち家・賃貸）が合わせて 70%、集合住宅（持ち家・賃貸）が合わせて 30％
程度であった。 
 
■竣工年（単数回答） 

サンプル数

1183% 27% 19% 12% 26% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

戦前 基準前 省エネ基準

新省エネ基準 次世代省エネ基準 その他

 
 次世代省エネ基準（1999～2009年）、新省エネ基準（1992～1998）が合わせて 40%であ
り、省エネ基準の高い戸建住宅が一定の割合を占めている。一方、省エネ基準前以前（1979
年以前）の住宅が 30％と多く、竣工年は幅広い年代の家が建てられていることが判明した。 
 
■ 世帯人数（単数回答） 

サンプル数

1677% 29% 31% 19% 9%

2% 1% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 不明

 
 3人世帯が 31%と最も多く、次いで 2人世帯が 29%であった。 
 
■ ガラス種類（一重窓・二重窓）（単数回答） 

サンプル数

16793% 6% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一重窓 二重窓 不明

 
一重窓が 93％と圧倒的に多かった。 
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■ ガラス種類（シングルガラス・ペアガラス）（単数回答） 

サンプル数

16765% 14% 21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

シングル ペア 不明

 
シングルガラスが 65%、ペアガラスが 14%であった。 
 
 
 
■ガラス導入の経緯（単数回答） 

サンプル数

16789% 8% 1%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

既に設置・業者依存 自ら選択 その他 不明

 
自ら選ばず、「既に設置されていた・業者に依存した」が 89％と最も多く、「自ら選択した」
は 8%であった。 
 
■給湯器（複数回答） 

サンプル数 162

73%

9%

1%

10%

6%

15%

0%

0%

1%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ガスボイラ

エコジョーズ

エコウィル

エコキュート

電気温水器

瞬間湯沸し

小型電気温水器

エネファーム

灯油ボイラ

太陽熱温水

その他

 
 ガスボイラが 73%と最も多かった。 
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■給湯器導入の経緯（単数回答） 

サンプル数

16762% 32% 2% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

既に設置・業者依存 自ら選択 その他 不明

 
自ら選ばず、「既に設置されていた・業者に依存した」が 62％と最も多く、「自ら選択した」
は 32%であった。 
 
 
■空調機（エアコン）年代別合計台数（複数回答） 

サンプル数 166

8

49

98

162

181

13

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1984年以前

1985～94年

1995～99年

2000～04年

2005年以降

分からない

使用していない

 
 2005年以降のエアコンは 181台と最も多く、次いで 2000～2004年が 162台あった。一
方、使用していない家庭も 7世帯あった。 
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３）省エネルギー行動について 
■「省エネ」へのイメージ（複数回答） 

サンプル数 167

39%

68%

1%

17%

4%

0%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に取り組むべきこと

出来る範囲で取り組むべきこと

楽しいこと

興味のあること

面倒なこと

やりたくないこと

必要ないこと

その他

 
「出来る範囲で取り組むべきこと」が 68%で最も多かった。一方、「面倒なこと」「やりた
くないこと」「必要ないこと」は非常に少なかった。 
 
■エネルギー消費を減らす努力について（単数回答） 

サンプル数

16792% 7% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

努力している 努力してない 不明

 

「努力している」が 92%と圧倒的に多かった。 
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■省エネが進まない理由（省エネ努力をしていない方）（複数回答） 

サンプル数 11

36%

0%

64%

18%

27%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

手間がかかる

メリットが無い

機器が高い

家族の協力が得られない

手だてが分からない

その他

 

「機器が高い」が 64%と最多であった。 
 
■「うちエコ診断」への受け入れについて（単数回答） 

サンプル数

16741% 51% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

受けたい 受けたくない 不明

 
「受けたくない」が 51%と最多であったが、「受けたい」も 41%であった。 
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４）自然エネルギー設備使用状況 
■現在、家庭で使用している自然エネルギー設備（複数回答） 

サンプル数 157

6%

1%

0%

3%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

太陽光発電

太陽熱温水器

ペレットストーブ

その他

いずれも無し

 
自然エネルギー設備は、太陽光発電が 6%と最も多かった。ただし、「いずれも無し」が 90%
と非常に多い。 
 
■自然エネルギーを導入していない理由（上記設問で「いずれも無し」の方）（複数回答） 

サンプル数 162

6%

15%

52%

10%

12%

1%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

興味が無いから

賃貸住宅だから

価格が高いから

メリットを感じないから

技術的に未確立

イメージが悪い

その他

 
「価格が高いから」が 52%と最も多いが、「賃貸住宅だから」が 15%と条件的理由の方が次
いで多かった。 
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■今後、導入してみたい自然エネルギー設備（複数回答） 

サンプル数 153

54%

16%

3%

8%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

太陽光発電

太陽熱温水器

ペレットストーブ

その他

導入しない

 

太陽光発電が 54％と圧倒的に多く、太陽熱温水器は 16%にとどまっている。「導入しない」
は 37％であった。 
 
■茨木市の取り組みの周知度（生涯学習センターきらめきへの太陽光発電導入について）

（複数回答） 
サンプル数 164

21%

77%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っていた

知らなかった

その他

 
「知らなかった」が 71 ％と最かった。 
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■自然エネルギー設備への出資に関する許容金額（単数回答） 

サンプル数

1672%
1%

2% 7% 21% 5% 47% 14% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100万円以上 50～100万円 10～50万円 5～10万円 5万円未満

その他 わからない 負担したくない 不明

 
 
「わからない」が 47%であり、「5万円未満」が 21%と続いた。10万円以上の出資は、全
体合わせて 12%であった。 
 
■知っている自然エネルギー設備（複数回答） 

サンプル数 165

88%

68%

86%

24%

31%

16%

32%

28%

38%

81%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

太陽光発電

太陽熱温水器

風力発電

小水力発電

バイオマス

温度差利用

廃棄物発電

コジェネ

燃料電池

次世代自動車

その他

わからない

 
太陽光発電が 88％、風力発電 86%と同程度知っていた。（次世代自動車は自然エネルギー
設備？）太陽熱温水器は 68 %、その他は 20～30％程度であった。 
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５）交通について 
■自動車等種別毎所有台数（複数回答） 

サンプル数 166

33

143

7

0

31

43

334

0 50 100 150 200 250 300 350 400

軽自動車

乗用車

軽貨物

貨物

二輪（50CCを超える）

二輪（50CC以下）

自転車

 
自転車は 384台と最大であり、サンプル数の 2倍以上あった。次いで乗用車が 143台あり、
サンプル数よりわずかに少なかった。 
 
■低公害車所有状況（複数回答） 

サンプル数 160

47%

6%

1%

36%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

低排出ガス車

ハイブリッド

電気自動車

上記以外

所有していない

 
低い排出ガス車が 47%と一般的な自動車である「上記以外」よりも多かった。 
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■マイカー利用頻度（単数回答） 

サンプル数

13729% 9% 24% 20% 13%
1%1%1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほぼ毎日 週4～5回 週2～3回

週1回 月2～3回 月1回

年に数回 利用していない 不明

 

ほぼ毎日が 29％と最も多く、次いで週 2～3回が 24％と続いている。 
 
■マイカー利用目的（単数回答） 

サンプル数

13715% 15% 5% 34% 15%
2% 2%

8% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通勤・通学（市内） 通勤・通学（市外） 通院

買物（市内） 買物（市外） 送迎（駅）

旅行 その他 不明

 
買物（市内）が 34％と最も多い。通勤・通学（市内/市外）が合わせて 30％で同程度であ
る。 
 
■次回、車の買い替えについて（単数回答） 

サンプル数

13726% 41% 6% 7% 12% 5% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

低排出ガス車 ハイブリッド 電気自動車 上記以外

車の所有をやめる その他 不明

 
ハイブリッド車が 41％と最も多く、次いで低排出ガス車が 26％であった。 
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■自動車を利用する理由（複数回答） 
サンプル数 137

38%

23%

34%

8%

63%

16%

16%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公共交通で行くのが困難

公共交通はコストが高い

公共交通は時間がかかる

早朝・深夜移動する

荷物運びに便利

子どもがいるから

自動車が好きだから

その他

 
「荷物運びに便利」が 63%と最も多く、次いで「公共交通で行くのが困難」が 38％、「公
共交通は時間がかかる」が 34％と続いている。 
 
■行政・事業者による自動車利用頻度を減らすのに有効と考える対策（複数回答） 

サンプル数 130

70%

29%

16%

5%

4%

12%

13%

32%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公共交通利便性の向上

駅の駐輪場整備

レンタサイクル実施

通勤用自転車貸与

バス・タクシーのバリアフリー化

二酸化炭素削減量に応じた優遇策

カーシェアリング

大規模施設間のシャトルバス運行

不明

 
利便性の向上が 70%と圧倒的に多かった。次いで、大規模施設へのシャトルバス運行が 32%
であった。駅の駐輪場整備も 29%と多かった。 
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■公共交通機関の利用頻度（単数回答） 

サンプル数

16710% 5% 7% 14% 25% 16% 16% 3%4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほぼ毎日 週4～5回 週2～3回 週1回 月2～3回

月1回 年に数回 利用していない 不明

 
週 1回が 25％と最も多く、次いで月 2～3回が 16％と続いている。 
 
■公共交通機関を利用する目的（単数回答） 

サンプル数

1679% 12% 8% 6% 44% 16% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通勤・通学（市内） 通勤・通学（市外） 通院 買物（市内）

買物（市外） その他 不明

 

買物（市外）が 44％と最も多かった。 
 
■公共交通機関のメリット（複数回答） 

サンプル数 167

43%

42%

30%

17%

28%

25%

17%

25%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経済的負担が少ない

事故リスクが低い

運転しないので疲れない

歩くことで運動になる

のんびりできる

お酒が飲める

読書や睡眠ができる

環境問題への貢献

その他

 
「経済的負担が少ない（43％）」「事故リスクが低い（42％）」がほぼ同程度で最も多かった。
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６）低炭素社会づくりに向けて 
■家計負担の許容度（単数回答） 

サンプル数

16722% 22% 15% 4%

1%

14% 5% 16% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

月500円未満 月500～1000円未満 月1000～2000円未満

月2000～5000円未満 月5000円以上 負担したくない

その他 わからない 不明

 

月 1000円未満が合わせて 44％であった。「負担したくない」は 14％であった。 
 
■新エネ・省エネに関する行政の取り組みについて（複数回答） 

サンプル数 163

37%

41%

40%

36%

55%

21%

19%

10%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

情報提供

環境教育の充実

普及啓発活動

自然エネルギー率先導入

住民参加の機会創出

相談窓口の設置

自然エネルギー導入調査実施

その他

不明

 

「住民参加の機会創出」が 55％と最も多かった。 
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■低炭素社会に関する行政の取り組みについて（複数回答） 
サンプル数 163

59%

52%

45%

61%

36%

39%

23%

26%

22%

20%

46%

41%

19%

4%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

省エネ家電・住宅の普及促進

自然エネルギー利用促進

次世代自動車の利用促進

資源の有効活用促進

公共交通機関の充実

樹木・樹林の維持管理

温暖化防止のための技術開発

環境に配慮した企業活動促進

市民・団体の温暖化防止活動推進

情報提供・広報活動

環境学習の充実

温暖化対策が家計の助けになる仕組形成

温室効果ガスの排出に対する規制

その他

分からない

 
「資源の有効活用促進」が 61%と最も多く、次いで省エネ家電・住宅の普及促進が 59%で
あった。 
 
■「低炭素社会」や「地球温暖化」についてわかりにくいこと（複数回答） 

サンプル数 150

64%

67%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日常生活への影響不明

日常生活での取組み効果不明

温暖化には懐疑的

その他

 
「日常生活での取組み効果不明」が 67%と最も多く、同様に日常生活への影響不明も 64％
と多かった。温暖化には懐疑的は 5％と少なかった。 
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■自由記述 
 自由記述で記されていた意見 
電化製品の待機電力・シャワーの流し忘れ・テレビの消し忘れ 
これから家を建てる時は、売る側が太陽光発電を始めからつけておくと良いと思う。 
他の行政が行っている取り組みをうまく参考とし、ムダな経費を使わず茨木市らしい環境

政策を検討してほしい。 
他の行政と同じ取り組みを試行する事は税金のムダと思います。 
ヒートアイランドを防ぐため、アスファルトから白いコンクリート道路化、駐車場の芝生

化への補助、緑の植樹など、涼しい茨木市にすれば、エアコンの使用が減っていくと考え

ます。 
茨木市、大阪でサマータイムの導入など、何か他でやってない事を導入しては。その成果

が他に影響することで貢献できないか。 
茨木市内の高校、大学への環境研究への助成金の援助。 
小中学生の夏休みの自由研究を環境をテーマにしたものを奨励する。 
分別ハイキによる資源の再利用の徹底を市民全体で考えるべき。 
事業仕分け最優先。インターネット未接続依頼者による？？となるため情報漏えい多発の

中、AB同一通し番号らしきものもあり、個人が特定できるためアンケートは最低限の記入
にさせていただきました。 
電気を無駄につかっているので、もっと節電しないといけないと感じています。（自宅）で

きれば自宅はソーラー発電を利用し車はハイブリット車にのる事を希望しています 
自転車で五分以内のスーパーマーケットに駐車場がある限り、多少燃料が高くても、自動

車で行かない人が増えることはありえないと思う。新型インフルエンザで大騒ぎをして多

量の石鹸で手を洗い、消毒する生活で環境を守っていくなど矛盾としか思えない。 
省エネルギーを心がけ、豊かな市、国づくりにしなければと思いを新たにしております。 
公民館のサークルの申し込みは今年なぜ 2000円も値上げになったのでしょうか。もっと他
に削減できるところがあるのではないでしょうか。 
年齢と共にエネルギー使用も一定し、省エネを心がけています。又市民活動にも参加して

勉強してゆこうと思います。 
一人でコツコツするのもいいが、異変がここまで迫っているので、市民全体でやるべいだ

と思う。どうしたら一番いいか、情報、教育、指導をしてほしい 
自動販売機は必要ないと思います。無駄な電気が使用されるのはもったいないと思うのは

私だけでしょうか。 
飛行機大型輸送船などの CO2排出をもっと重視すべきです。ITが全世界に普及しているか
ら、これを通じて事足りる事もあり、オイルの産出量の何％をこれらが使用しているか公

表してください。 
行政、自治会、学校および個人の垣根をこえた活動ができる環境づくりが必要 
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賃貸だとやりたくてもできることには限界があるので悲しいです。 
住宅事情（賃貸）でエコの機器にできないが家庭からでるゴミついては意識すればかなり

減らすことができると思う。段ボール堆肥など市とタイアップして推進している話も聞く。

今年の夏は、暑かったが、冷房も去年よりは使用量が増えた。健康の事も考えながら環境

のことも考えたい。しかし電車や公共施設の中は寒い程ひえている。 
エネルギーの削減に取り組んでいますが、かなり限界がきています。生きている以上ゼロ

にすることはできないなと。ゴミ減量にもとりくんでいて、市民平均の 1/10を目標として
います。ここで問題なのはプラスチック類です。リサイクルの方向では市としては取り組

みは考えられないのでしょうか？広報いばらきのゴミ減量の項などでお返事ください。 
無駄な証明は消灯する事に徹している。ゴミの分別、古新聞ビール缶の回収。 
環境展などへの市民の参加が少ないように思います。老人と同居しているため、なかなか

思うように省エネができない。 
ガスの種火などはマメに消し、無駄に使う少ないエネルギーを減らす。先ほどのアンケー

トにも答えましたが、今住んでいる、鮎川地区は交通が比較的不便で、老人が多く、「きら

めき」「中央図書館」「川端康成文学館」を使用しにくいので、北部からこちら白川新堂も

含めた地域に小型バスを走らせ。一人２００～３００円くらいで通える方法を考えてほし

い。箱ものは立派でも利用者よりも職員の方が多かったりする事もみた。箱ものはバスが

できれば、車に乗らず省エネに協力できる。 
家電製品は出来るだけエコで省エネルギーである事を注意して購入しています 
官公庁などの施設にはもっと多くの太陽光発電等等つけるべきだ 
勉強する機会や時間がない。ので、なかなか取り組めないでいてる。強いて言えば、ビン、

缶、ペットボトルの分別回収に協力しているくらいしかできていない。もう少し気軽にで

きることを教えていただきたいです。 
環境問題は小さい子どものうちから教育等を実施していく必要がある。地球規模の問題で

あるため危機感を感じているものは少ない。 
光熱費の安くなる事。市の下水道になってから水の使用料増える。特に風呂。トイレ、使

用料増えるデメリットとして冬は水温低い。夏は高い。地下水はその逆であります。今ま

で井戸水利用していた。 
環境税の導入もやむを得ないと考えるが、樹林が CO2を吸収する事から山林の所有者への
同税への課税は面積により一定の減免（固定資産税等）措置が講じられなければ不公平と

なるのではないか 
このアンケートの期限（〆切）短すぎる。丁寧さにかける事と、個人情報をどのように考

えているのか※インターネットで調べる方法を用いれば以後明細はポスティングしないと

なっているいつもパソコンで調べなくてはならなくなる。茨木市の取り組みとして先進的

に物事を考えておられるのはわかるが、小柳町にはこの封書を送るポストもひとつもない

ことをご存知ですか。もっとやらなければならないことがあると思います。 
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粗大ゴミが無料でだせるのは抵抗があった。回収にはお金がかかるのにゴミを増やすだけ

のように感じる 
引っ越ししてきて３年半です。茨城に来てまず感じたのは、駅前の車の渋滞のすごさと自

転車の多さでした。自転車を利用する人が多いのは省エネの観点からとても良い事だと思

いますが、利用する環境が整っていない為に、歩行者や自転車利用者が危険にさらされて

いることが心配です。ときどきみかけるお年寄り用のバイクにとっても通行しやすい道で

はないでしょう。たとえば一方通行を増やすなどして自家用車の利用をもう少し不便にす

るかわりに自転車が通行しやすく歩行者も安心して歩けるようにしていただければより安

全で住みやすい町になるだけでなく環境保護にもつながるのではないでしょうか 
太陽光発電には大変興味があり、近い将来導入を考えていますが、市がすすめる安全な業

者等がわかればいいなあと思います。 
高齢世帯、５０年経過建物に今更対策ありや。①費用②改造中の掃除すら出来ない高齢者

世帯が相手ではどうする③省エネというがトータルでみての効果？ 
電気を必要のないときはなるべく消すようにしている。 
山間部の里山整備、休耕地の再利用を定年師退職者を中心に参加者をつのり推進する。ボ

ランティアでも賛同者はあると思う。ただし企画、実施するしっかりとした組織が必要で

ある。 
集合住宅では個人でエネルギー問題の解決が難しいのであまり関心がもてません 
子供会、町内会、自治会等のつながりを利用したコミュニケーションや情報の提供方法を

活用して行くべきです 
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5.2事業所アンケート 
 茨木市の市内事業所を対象として、郵送配布、郵送回収形式でエネルギー、交通、CSR
に関するアンケート調査を実施した。 
 
5.2.1事業所アンケート調査の目的 
・市内事業所における省エネ、新エネへの取り組みについて把握する。 
・通勤の実態について把握する 
・上記、省エネ・新エネ導入およびマイカー通勤削減にむけた手法について把握する。 
・CSRや今後の取り組み方針について把握する。 
 
5.2.2事業所アンケート調査の条件 
・調査対象：市内事業所 

・配布数：67 

・抽出方法：規模、業種にかかわらず様々な特徴を持つ企業を選定 

  ・回収数：41(61.2%) 
 
5.2.3 結果概要 
(1)回答者属性 
・業種は「その他の製造」が 22％と最も多い。 
・従業員数は 100～299人が 22％と最も多く、操業年数は、30～49年が 47％と最も多い。 
・工場や事業所が 23社、本社・本店が 16社。 
・資本金は、1000万円～5000円未満の企業が 37%と最も多く、10億円以上の企業が 33％
であった。 
 
(2)エネルギーについて 
 省エネ設定している企業が 21 社あるが、設定していない企業が 17 社あった。目標を設
定していない理由としては、単純に設定していない企業が多いが、これ以上省エネが進め

られなかったり、手法が分からないなどの課題も表出した。 
 
(3)通勤について 
 マイカー通勤を認めている企業が 7 割を超えており、また、減らしたい企業の割合も高
いことから、マイカー通勤削減の可能性があることが分かった。ただし、公共交通への期

待も高く、官民一体となった取り組みが必要とされる。 
 
(4)CSRについて 
 CSR に取り組む企業が半数以上あった。ただし、本業の忙しさや人材不足・ノウハウ不
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足によって、新たな取り組みになかなか進めないことが分かった。通勤同様、官民一体と

なった情報共有や取り組み推進が必要となっている。 
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企業数（社）

5.2.4事業所アンケート集計結果 
１）事業所の属性 
①事業の種類、従業員数、操業年数、本支店、資本金、移転の予定、車両など 
 
■事業所の種類 N=41    ■従業員数 N=41 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 事業所の種類は多岐にわたるが、その他の製造が 22％と最も多かった。 
 従業員数は、100～299人が 22％と最も多く、続いて 50～99人、300人以上が 20％と同
率で続いた。 
 
■操業年数 N=38      ■本社・本店、支所・支店、工場・事業所 N=41 

 

 操業年数は、30～49年が47％と最も多く、
20年以上続く企業が全体の 66％を占めている。 
 工場や事業所が 23社あり、本社・本店が 16社となっているが数社が重複している。 
 
 
 
 
■資本金 N=40    ■移転の予定 N=40 
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 資本金は、1000万円～5000円未満の企業が 37%と最も多く、10億円以上の企業が 33％
と続いた。 
 移転の予定は、95％が無いと答えた。一方、市外への移転や現在の場所で新築予定も聞
いたが、1社も無かった。 
 
■所有車両 N=38 
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1～5 2 3 6 3 3 1 2 13 13 1 3 4 7 13
6～10 1 3 1 1 1 5 1 4
10～15 1 1 1 2
20～25 1
25～50 1 1 1 1
50～100 1 1 1
100～ 1 1  
 
 業種が多岐にわたるため、所有車両の台数・種別ともに多岐に亘っている。 
 
 
 
 
２）エネルギー使用状況について 
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■省エネ法対象事業者 Ｎ＝41（複数回答） 

26

1

1

0

1

13

0 10 20 30

非対象

省エネ法特定連鎖化事業者

省エネ法特定運輸事業者

省エネ法特定荷主

省エネ法特定建築物

省エネ法特定事業者

企業数（社）  
省エネ法特定事業者は 13社あり、うち８社が 1種であった。 
 
■目標設定 設定している企業数＝23社 
年度 年度 電気 ガス ガソリン 軽油 ＬＰＧ 重油 総エネ 備考

1990 2010 30
2000 2010 12
2005 2012 18 22 16.7 原単位
2006 2010 2
2006 2012 CO2排出量を15%削減
2006 2008 3 3
2007 2010 12 1
2007 2012 原単位に1%
2007 2010 3 3 3
2008 2011 17
2008 2011 5.7 原単位
2008 2011 CO2排出量を1.8%削減
2009 2010 1.5
2009 2010 1
2009 2010 1 1
2009 2012 3
2009 2012 6 6
2009 2020 3 4
2009 2010 5 0 5 5 5
2009 2010 5
2010 2015 5 5 3 3
2010 2011 5 5
2010 2011 毎年、総エネ3～7%を削減  

 
 23 社が目標を設定している。電気、ガス、ガソリン、総エネの削減が多く、目標年度は
直近の 2009年度が多い傾向にあった。温対法の特定排出者に指定されている企業では、エ
ネルギー削減目標値を温対法の目標に準じている企業もあった。 
 
 
 
 



 
 

59
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その他

太陽熱温水器の設置

太陽光発電の設置

建物断熱化、複層ガラスの導入

ESCO事業の導入

コージェネレーションシステムの導入

ヒートポンプ式空調設備の導入

企業数（社）

■その他の内容
高効率熱源(ターボ冷凍機)、乾燥炉断熱、インバータ導入等
屋上緑化
エアコン温度の管理監視
ISO14001認証
EMS認証後上記（電気・ガス）の目標値を定め年1回見直しを実施
アイドリングストップ等
省エネ蛍光灯の導入、省エネ機器の導入
デマンド監視装置
個別エアコンの更新による省エネ化推進と蛍光灯の
インバータ化および省エネ温度管理の徹底
使用燃料の変更

■省エネ目標設定していない理由（単数回答） 
 設定していない企業数＝17社 
 
 省エネを推進しているが目標値を設定して

いない企業が 41％と最も多い。 
 
 
 
 
■エネルギー消費量の把握（単数回答） 
把握の有無 N=41   エネルギー種別 N=40 

把握してい

る
93%

把握してい

ない
7%

7

2

7
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16

20

31
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企業数（社）  

 エネルギー消費量は 95％（38社）が把握している。 
 最も把握しているエネルギー種別は「電気」であり、31社が把握している。 
 
■省エネルギーの工夫や新エネルギーの導入実績 N=41（複数回答） 

 
 ヒートポンプ式空調設備の導入が進んでいる。太陽光発電の設置は 2 社にとどまってい
る。「その他の内容」においては、省エネへの取り組みが複数見られる一方、新エネルギー

導入については導入が進んでいない。 
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受けてい

る
5%

受けてい

ない
85%

知らない

10%

■関西電力以外からの電力購入 N=41（単数回答） 
 
 電力自由化に伴う関西電力以外からの電力供給

を受けていない・知らない企業は、合わせて 95%
である。 
 
 
 
 
 
 

 
■茨木市としての取り組みについて N=41 （複数回答） 
 

2

1

5

5

25

4

10
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15

0 10 20 30

その他

自然エネルギー導入調査実施

相談窓口の設置

住民参加の機会創出

助成金制度・融資制度創設

自然エネルギー率先導入

環境フェア等の普及・啓発活動

環境教育の充実

パンフレット等による情報提供

企業数（社）  

 省エネ、新エネ導入に対して、茨木市としてどのようなことに取り組んだらよいかにつ

いては、助成金制度・融資制度創設が最も多く、25 社に上った。続いてパンフレット等に
よる情報提供や、環境教育の充実が続き、直接的な自然エネルギー率先導入や導入調査に

ついては低い値となった。 
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３）通勤について 
■マイカー通勤の認可 N=41（単数回答） ■認める理由 N=30（複数回答） 

 
 マイカー通勤は、「条件付で認めている」「自由に任せている」を合わせて 76%となり、
多くの企業が認めている状況である。 
 認める理由としては、「公共交通の不便なところに住む従業員のため」が最も多く、「公

共交通の利便性が悪いため」「深夜勤務・残業があるため」が続く。 
 
■マイカー通勤人数 N=30（単数回答）   ■従業員全体の何割か N=29（単数回答） 

10％以下, 
9

11%～30％
, 12

31％～50
％ , 4

51%以上, 4

 
表 従業員数とマイカー通勤率の関係性 

10%以下 11～30％ 31～50% 51%以上 合計
1～9人 0 0 0 0 0
10～29人 1 1 1 1 4
30～49人 0 1 1 1 3
50～99人 2 5 0 0 7
100～299人 3 3 2 2 10
300人以上 3 2 0 0 5
合計 9 12 4 4 29  

 マイカー通勤人数は、企業規模の大小に関わらず 11～30%のマイカー通勤比率であり、
平均して 29％程度の通勤率となっている。 
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■通勤手当 N=30（単数回答） 
 
 
 
 
 
 

 通勤手当を払っている企業は 80％にのぼる。金額（総額）や支払い基準は企業によって
様々であるが、「定期相当額の支給」「公共交通の定期代」「公共交通機関換算参考」「電車、

バスでの料金」などの基準が設けられている。 
 
■今後のマイカー通勤認可意向 N=30     ■マイカー通勤削減意向理由 N=13 
（単数回答）     （複数回答） 

 
 今後のマイカー通勤認可の意向は、「削減

は考えていない」が 40％と最も多い。一方、「できるだけ削減したい」「ある程度は削減し
たい」を合わせて 40％あり、マイカー通勤を削減したい企業も同程度存在することが分か
った。 
 削減したい理由としては、「通勤途中で事故リスクを軽減したいため」が 11 社と最も多
く、「駐車スペースを削減したいため」が 8社で続いた。 
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駅での駐輪場の整備

駅でのレンタサイクルの実施

通勤のための自転車の事業所への貸与

CO2削減量に応じた優遇策の導入

企業の環境活動に対する各種支援

企業・行政のエコ通勤対策の場の設置

バス・タクシーのバリアフリー化の進展

企業数（社）
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公共交通利用の奨励

時差出勤・フレックスタイム制の導入

従業員への定期券の現物支給

パーク＆ライド利用の推奨

ノーマイカーデーの設置

社有車の持ち帰り禁止

従業員用駐車場の料金徴収・値上げ

複数事業所による定期券一括購入割引

従業員用の駐車スペースの削減

自動車相乗りの推進

複数事業所による送迎バスの共同運行

企業数（社）

 
■マイカー通勤削減対策（行政・交通事業者編）N=35（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 マイカー通勤削減のために行政・交通事業者が実施する有効な対策として、「公共交通の

運行時間の延長・増便」「公共交通の運賃の値下げ」が多かった。駐輪場の整備やレンタサ

イクルについて有効だと考える企業は 10社以下であった。 
 
■マイカー通勤削減対策（事業者・企業編）N=35（複数回答） 

 マイカー通勤削減のために事業者・企業が実施する有効な対策として、「公共交通利用の

奨励」が最も多かった。公共交通を利用するための手法や駐車場対策は、それほど多くな

かった。 
 
 



 
 

64

1

9

12

10

19

0

0 5 10 15 20

導入したくない

一般に普及が進んだ後検討したい

税制優遇などの措置があれば導入したい

充電器の普及が進めば導入したい

販売価格が下がれば導入したい

すぐにでも導入したい

企業数（社）

現在取り組

んでいる
55%

現在取り組

んでいない

が、今後取

組みを検討

している
28%
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17%

■電気自動車の導入について N=36（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 電気自動車は、「すぐに導入したい」企業は 0であったが、「販売価格が下がれば導入した
い」が 19社、「税制優遇などの措置があれば導入したい」が 12社あった。 
 
４）CSRについて 
■CSR活動について N=36（単数回答） 

 
「現在取り組んでいる」が 55％
を占めており、「今後取り組みを

検討している」と合わせて 83％
となった。 
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■CSR活動の内容 N=41（複数回答） 
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3

3
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4
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3

17

9

5

10

5
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10
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その他

子どもの環境学習活動支援（出前講座等）

里山保全活動、森づくり活動

地域の清掃活動

工場見学の実施

障害者福祉活動支援

子育て支援

国際交流支援（技術移転含む）

芸術（音楽・演劇・美術等）の振興支援

スポーツ活動の支援

まちづくり活動の支援

現在

予定

企業数（社）  
 現在、企業の CSR 活動活動で最も盛んにやられているのは「地域の清掃活動」で 17 社
あり、「スポーツ活動の支援」「子育て支援」が 10 社と続いた。今後の予定としては、「ま
ちづくり活動の支援」が 12社と最も多く、続いて「里山保全活動・森づくり活動」が 8社
と続く。 
 その他の活動としては、コンプライアンス、ゴミ減量化、再資源化、エコアクション 21
などがあり、今後の活動としては、環境認証取得などが挙げられていた。 
 
■CSR活動への課題 N=39 （複数回答）   

2

2

4

11

4

21

27

17

0 10 20 30

その他

利害関係者の理解不足

経営上のメリットが見えない

資金不足

業績が不安定

情報や知識の不足

本業の忙しさ

人材不足

企業数（社）  
 CSR活動への課題は、「本業の忙しさ」が 27社とトップであり、「情報や知識の不足」が
21社と続いた。 
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その他

わからない

ＮＰＯとの連携

資金面での支援

勉強会やセミナー

行政の協力

ノウハウや情報提供

企業数（社）

■CSR活動への支援 N=37（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CSR活動への支援としては、「ノウハウや情報提供」が 19社と最も多く、「行政の協力」
が 17社と続く。 
 
■大規模太陽光発電への出資希望 N=36（複数回答） 

是非出資し

たい
5%

出資を前向

きに検討し

たい

23%

全く出資し

たくない
3%

本社などの

判断
46%

方針なし

23%

  
 市内で大規模太陽光発電を実施する場合の出資意向については、「本社などの判断」が

46%と最も多かった。次いで「出資を前向きに検討したい」との意向が 23％と続き、「是非
出資したい」の 5%と合わせて 28%の企業が出資に前向きな回答であった。 
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■自由記述 
 自由記述で記されていた意見は以下の 5社であった。 
都市型工場として特に近隣住民様に配慮して営んでいる。地方、郊外の工場と比較し、騒音

や振動、臭気等対策費用が多く嵩む。企業として環境への取組の位置づけは高く、行政とタ

イアップし、より良い環境活動を実施したい。 

焼却ゴミを減らし、分別収集を進めたい。 

非常に厳しい社会環境です。CSR を実施したくても、原資がなく、余裕もありません。公的助

成、融資等の提供を願いたいと考えます。 

今後のマイカー通勤認可の意向：山中からの通勤者は許している。冬雪が降ったらどうなる

かも考えてあげないといけない。 

企業や市民からの出資：いきなり大きい事を云われてもとまどってしまう。 

茨木市内各企業に於いて EMS（環境 14001）の取得企業が少ない。まず PR の実施（取得企

業には年 1 回の助成金を支給等）。人々の住むまちをクリーン化する様ボランティア等の協

力が必要であると考える。各家庭に於いてもゴミを出来るだけ少なくする工夫へのセミナーの

実施等、知識を認識していく。 
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6．新エネルギー・省エネルギーの導入および普及の基本方針と重点プロジェクト  

6.1新エネルギー・省エネルギーの導入および普及の目標および基本方針 
6.1.1目標 
目標年度平成 27年度までの 5カ年間での重点プロジェクトを実施することでのエネル
ギー削減量を本ビジョンでの目標値をします。また、計画期間である平成 32年度（2020
年度）に向けての目標値については、来年度策定予定の「茨木市地球温暖化対策新実行

計画（仮称）」で目標を設定するものとします。 
 
● 目標年度：平成 27年度 
● 目標値 ：847～850TJ 
              （自転車含まず） 
 



 
 

69

6.1.2基本方針 
前章までの、「地域特性」、「新エネルギー導入可能量」「エネルギー消費量および削減

可能量推計結果」等を踏まえ、本ビジョンの基本方針を次のように定めます。 
 
 
方針１．市・市民・事業者の連携による推進      
環境フェアの開催など、市民主体の環境への取り組みを進めてきました。また、事

業者・市民アンケートにおいても、環境への関心がうかがええます。その一方で、各

主体のみでの取り組みには限界がある様子もうかがえます。新エネルギー・省エネル

ギーの導入および普及に向けて、より一層、各主体の連携による取り組みを推進しま

す。 
 
 
方針２．省エネ・低炭素型スタイルへの転換      
 平成 20年度における 1人あたりのエネルギー消費量は、平成 2年度に比べ増加して
います。また、エネルギー起源の CO2排出量については、「民生家庭部門」「民生業務
部門」「運輸部門」の 3部門において増加しています。本市においては、新エネルギー
導入可能量が少ないため、省エネ・低炭素型の生活・事業活動への転換を進める必要

があります。 
 
 
方針３．地域特性を生かした新エネルギーの導入促進     

   本市では、太陽光発電および太陽熱利用を率先して導入するとともに、早くから住

宅用太陽光発電設置補助を行ってきました。その実績を生かし、今後は、より波及効

果のある新エネルギーの導入促進方策を検討し進めていきます。 
また、北部の大半を山地が占めるなど自然資源も本市の特徴と捉え、森林吸収能力

を高めていくことを目指します。 
 
 
方針４．人と環境にやさしいまちづくりの展開      

   本市の「環境基本計画」には、めざすべき環境像として「人と環境にやさしい都市-
茨木」が掲げられています。また、人と自然の調和を図ることを基本とした新しいま

ちづくりが彩都地域で進められています。 
持続的に取り組みを進めるために、複数の分野・主体にまたがり、環境と経済が好

循環する、自己増殖型の取り組みいわゆるｗｉｎーｗｉｎモデルを目指します。 
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6.2重点プロジェクト 
6.2.1重点プロジェクトの考え方 
重点プロジェクトとは、その実現によって本市における新エネルギー・省エネルギー

の導入および普及への波及が期待され、先導的に取り組みを進めていくための具体的な

プロジェクトです。 
重点プロジェクトの選定にあたっては、本市の地域特性、本ビジョンの基本方針を踏

まえるとともに、基礎自治体としての役割を勘案したものとします。 
 

6.2.2重点プロジェクト 
 重点プロジェクトを下記の通り設定します。また、基本方針との関係を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針１ 
市・市民・事業者の連携による推進 

方針２ 
省エネ・低炭素型スタイルへの転換 

方針３ 
地域特性を生かした新エネルギーの導入促進

方針４ 
人と環境にやさしいまちづくりの展開 

重点プロジェクト１ 
省エネ・低炭素型ライフスタイルの普及 

重点プロジェクト３ 
コミュニティレンタサイクル普及促進 

重点プロジェクト４ 
バイオマス資源の活用促進 

重点プロジェクト５ 
多様な主体の協働による 

自然エネルギーの導入の検討 

重点プロジェクト２ 
自然エネルギー導入スタイルの発信 

重点プロジェクト６ 
マイカー通勤の推進 
～ミニエコオフィスプランいばらき通勤編～ 

重点プロジェクト４ 
EV・PHVの普及促進 
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●プロジェクト１ 省エネ・低炭素型ライフスタイルの普及                    

（１）目的 
 ○1990 年比でエネルギー消費量およびエネルギー起源ＣＯ2 ともに、増加している民生

家庭部門において、省エネ・低炭素型ライフスタイルの普及促進を図ることで、省エ

ネ・低炭素型へ転換を促します。 
 ○特に、省エネ・低炭素型ライフに影響が大きいと考えられる、「住宅」「ライフスタイ

ル」「エコドライブ」の 3点について、重点的に普及啓発を進めます。 
 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○「住宅」については、更新時に効果的な省エネ・低炭素型の住宅へ移行できるよう、

関係課や民間企業等とも連携しながら、普及啓発を促進します。 
 ○「ライフスタイル」については、これまで実施してきた環境家計簿とともに、エネル

ギー会社等、多様な主体と連携をはかりながら、環境学習の機会を設定します。 
 ○「エコドライブ」を促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間）：13.5～15.7TJ 
○住宅の省エネ化：125世帯×32GJ/世帯・年×20%×5年＝4 TJ 

    算出方法：普及促進により、戸建て建替件数のうち、次世代省エネ基準を満たす住宅
が現状より 10%増となると想定。削減効果は現状の 20%と仮定。集合住宅
については、普及啓発なく導入されると想定し、加算していない。 

○ライフスタイル浸透：32GJ/世帯・年×5～10%×世帯数×1%＝1.8～4TJ 
算出方法：普及促進により、５年間で全世帯数の約１%（アンケート結果より、現在、

省エネに取り組んでいない世帯約 10%×積極的に取り組むべき約 40%×う
ちエコ診断を受けたい約 40%）に省エネ型のライフスタイルが浸透と想定。
また、浸透に際しての削減効果は 5～10%と仮定。 

○エコドライブの普及： 1530TJ/年÷世帯数×10%×世帯数×5%=7.7TJ 
   算出方法：運輸部門の 1/2 を旅客部門による排出と想定。普及促進により、5 年間で

全世帯数の 5%にエコドライブが浸透と想定。また、浸透に際しての削減効
果は 10%と仮定。 

※普及世帯数については、現在精査中。 

 
 
 

写真またはイメージ図 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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●プロジェクト２ 自然エネルギー導入スタイルの発信     
（１）目的 
 ○本市のこれまでの、公共施設への率先導入および住宅用太陽光発電の導入実績を生か

し、導入事例を発信し、市民、事業者への自然エネルギー導入への普及啓発を図るこ

とで、低炭素型の生活、事業活動への転換を促します。 
 ○さらに、これまでの導入事例を自然エネルギー導入スタイルとして、導入にいたった

きっかけや環境効果等をパッケージとしてまとめることで、今後の普及啓発および施

策展開の基礎資料とします。 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○住宅用太陽光発電補助金申請者や自然エネルギーの導入施設を中心に、自然エネルギ

ー導入スタイルの代表として、導入にいたったきっかけや効果、導入の際の課題を調

査します。 
 ○調査結果を導入スタイルのパッケージとして、自然エネルギー導入の促進の普及啓発

資料として作成します。 
 ○発信にあたっては、自然エネルギー機器販売事業者や工務店、関係課等と連携します。 
 ○現在、実施している住宅用太陽光発電補助金とともに、住宅用太陽熱補助金の創設を

検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間） ：7.9TJ 
 ○太陽光発電：110世帯×5年間×1.1××3kW×1,000kWh/kW・年×3.6MJ/kWh 

＝6.5TJ 
   算出方法：１年間の最新の導入件数 110世帯×5年間に近年の補助金申請の伸びを考慮

し 1.1倍と仮定。また、3kWの太陽光発電導入を想定。年間 kWあたりは発
電量 1,000kWhと設定。 

 ○太陽熱  ：32GJ/世帯・年×30％×60%×50世帯×5年間＝1.4TJ 
   算出方法：全国の家庭における給湯が占めるエネルギー消費量割合 30％、太陽熱導入に

よる削減効果 60%と仮定し、導入世帯数は太陽光発電の約半分の 50 世帯／
年に普及と想定。 

 

 
 
 

写真またはイメージ図 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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●プロジェクト３ コミュニティレンタサイクル事業の普及促進  

  
（１）目的 
 ○エネルギー起源の CO2排出量の全体の 18%を占め、増加傾向である運輸部門のエネル

ギー消費量および CO2排出量を削減します。 
 ○駅前でのレンタサイクルや彩都地域での電動自転車シェアリング事業等、自転車を活

用した低炭素なまちづくり進められている本市の特徴を生かし、より一層の普及促進

を図ります。 
 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○茨木市内のレンタサイクル事業の展開の情報の集約および普及啓発によるレンタサイ

クル需要の創出に取り組みます。 
 ○新たなコミュニティレンタサイクル事業の展開を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間） ：●●TJ 
 ○コミュニティサイクル普及  ：●●台×10％×5年間×64L×34.6MJ/L＝●● 
   算出方法：茨木市内のレンタサイクルの台数●●台が年間 10%増加すると仮定。 
        削減効果は、彩都地域における社会実験結果（モーダルシフトにおける削減

効果 0.15t-CO2/年・台）から 1年間における削減ガソリン量を算出。 
※現在の茨木市内のレンタサイクル台数を調査中 
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●プロジェクト４ EV・PHV の普及促進       

（１）目的 
 ○エネルギー起源の CO2排出量の全体の 18%を占め、増加傾向である運輸部門のエネル

ギー消費量および CO2排出量を削減します。 
 ○需要創出期のＥＶ・ＰＨＶについて、積極的な普及促進を図ります。 

 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○ＥＶ・ＰＨＶ普及啓発を図ります。 
 ○環境イベントや民間企業等と連携したＥＶ・ＰＨＶ試乗会開催を検討します。 
 ○充電インフラ整備を促進します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間） ：36.7TJ 
 ○ＥＶ・ＰＨＶ普及 ：60,000台×50％×6%×1530TJ/年÷60,000台×80%＝36.7 TJ 
   算出方法：茨木市内の乗用車数の約半数がこの 5 年間で買い替えと仮定し、そのうち、

約 6%（アンケート結果より、次回の車の買い替え意向電気自動車 6%）がＥ
Ｖ・ＰＨＶに乗り換えると想定。削減量は現状のエネルギー消費量の約 80%
（21GJ/台・年から 4.2GJ/台・年）と想定。 

 
 
 
 
 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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●プロジェクト５ バイオマス資源の活用促進      
（１）目的 
 ○茨木市内の北部を占める山地の特性から、木質バイオマスを活用した取り組みを推進

し、バイオマス資源についての理解を醸成します。 
 ○民生業務部門での、取り組みを低炭素化するため、福祉施設等を中心にペレットボイ

ラーの導入支援を行います。 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○福祉施設等へのペレットボイラーの導入支援を検討します。 
 ○導入にあたっての、経済的負担を軽減するため、国等の各種補助金制度の紹介等を実

施します。 
 ○公共施設での率先導入を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間） ：2.5TJ 
○導入効果：福祉施設での燃料使用量 1,037GJ(市内福祉施設平均値)×80％ 

×導入施設数3箇所＝2.5TJ 
   算出方法：福祉施設でのボイラーをペレットボイラーに変えることで、80％のエネルギ

ー消費量が削減される。5年間に導入施設数を 3か所として設定。 
 

 

 
 
 

写真またはイメージ図 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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●プロジェクト６ 多様な主体の協働による自然エネルギーの導入の検討              

（１）目的 
 ○市としては、これまで率先導入実績を積み上げてきたが、引き続き導入を進めます。

また、啓発題材としても利用していき、導入効果を高めます。 
 ○また、企業の環境ＣＳＲに関心のある企業も多いことから、企業での自然エネルギー

導入支援をし、官民協働での自然エネルギー導入を検討します。 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○太陽光発電の率先導入を引き続き、実践します。 
 ○設置箇所による環境教育の題材としての活用します。 
 ○民間企業での導入支援および太陽光発電の緑地代替施設としての取り扱いを検討しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果（5年間） 
○公的施設の導入：17kW×２×5年間×1,000kWｈ/年×3.6MJ/kWh＝0.61TJ 
   算出方法：平成 14 年から平成 22 年度までの茨木市が導入した太陽光発電の年間平均

17kWに近年の伸びを考慮し、約 2倍導入されると想定。年間 kWあたり発
電量を 1,000kWhと設定。 

 
○民間施設の導入：17kW×２×5年間×1,000kWh/年÷2,167×24,814×3.6MJ/kWh =7TJ 
   算出方法：上記公的施設への想定導入量から従業員数一人当たりの導入量を算出し、100

人以上規模の民間施設へ、同程度の導入が進むと想定。公務に従事する人数
2,167人（平成 18年度）×100人以上の従業員数 24,814人（平成 18年度）。 

 
 
 

 
 
 

写真またはイメージ図 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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●プロジェクト７ マイカー通勤抑制支援 ～ミニエコオフィスプランいばらき通勤編～ 
（１）目的 
 ○中小企業を中心に、マイカー通勤抑制の推進を行い、運輸部門でのエネルギー消費量

を削減します。 
○「ミニエコオフィスプランいばらき～通勤編～」として、マイカー通勤の抑制から省

エネルギー、低炭素化を考えるきっかけとし、その他の取り組みへの展開を期待しま

す。 
  
 
 
（２）具体的な内容・取り組みイメージ 
 ○「ミニエコオフィスプランいばらき～通勤編～」を作成し、中小企業向けに普及啓発を

行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）想定される削減効果：310TJ 
○導入効果：従業者数 103,486 人×マイカー通勤率 29%（アンケート調査結果より）×   

8%削減×往復 30km×250日÷10km/l×34.6MJ/l×5年＝779TJ 
   算出方法：茨木市の統計およびアンケート調査結果よりマイカー通勤率を算出し、8%削

減（アンケート結果よりマイカー通勤をできるだけ削減したいと答えた事業
者17％のうち、半数の割合が削減と想定）させると仮定。通勤は、往復30km、
250日、燃費 10km/lを想定。 

 
 
 

 
 
 

写真またはイメージ図 

 
 
 

写真またはイメージ図 
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7．エネルギー消費量の削減可能量の推計 

7.1推計にあたっての考え方 
 本ビジョンでは、前章で示すように、目標値を 5 年間の重点プロジェクト実施による削
減量としている。エネルギー需要の削減可能量の推計については、今後、市民アンケート

より、民生家庭部門における茨木市のエネルギー消費量について詳細分析したのち、社会

経済モデルを用いたシミュレーションにより、理論上の削減可能量を参考値と示します。 
  
 

削減可能量イメージ図 

最大削減値 

2010 2015 2020 

エネルギー需要量 

削減可能量 

エネルギー消費量 
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なお、部門別の単純なトレンド推計による 2015年のエネルギー消費量を下記に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門別エネルギー消費量単純トレンド推計結果 

消費量（ＴＪ） 構成比 消費量（ＴＪ） 構成比 消費量（ＴＪ） 構成比
産業部門 8,071 42% 7,141 37% 6,476 33%
民生家庭部門 3,568 18% 3,931 20% 4,190 22%
民生業務部門 4,684 24% 5,178 27% 5,531 28%
運輸部門 3,059 16% 3,169 16% 3,247 17%
合計 19,382 100% 19,419 100% 19,445 100%

2015 20202008

 
 
 
7.2推計結果 
  
 
 
 

 

今後追加 

部門別エネルギー消費量の単純トレンド推計結果
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8．ビジョンの推進 

（１）市民・事業者との連携体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）進行管理について
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資料１． 策定の体制・経緯 
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資料２．茨木市の太陽光発電導入状況 

 
（１）導入世帯数 
 茨木市で太陽光発電設置に関する助成制度が始まった平成 16年度以降、導入世帯数の推
移を図に示します。平成 18 年度以降、100 世帯前後で停滞していますが、平成 22 年度に
は 108世帯と最大の導入世帯数となっています。 
 

図 太陽光発電導入世帯数の推移（茨木市提供資料に基づき作成） 
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（２）世代別導入戸数 
 導入世代は 30代が 160世帯と最も多く、年代が上がるに従って少なくなっています。30
～40代は新築時の導入が多くなっていると考えられます。 

図 世代別導入戸数（茨木市提供資料に基づき作成） 
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資料３．電力・ガス消費量の直近 5年間と 1990年の推移 

 
１）電力使用量 
 市内の電力使用量は、2008年度で約 1,581,091千 kWhとなっており、2005年度をピー
クに 10%以上削減されています。電力使用量は、「電力」と「電灯」に分類していますが、
このうち工場や業務用ビルなど事業者の利用が多い「電力」の削減が影響しています。 
 平成 20年度の一人あたりの年間電力使用量は、約 5,800kWhとなっています。 
  
図  
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２）ガス使用量 
 市内のガス使用量は、1990 年度の 59,194 千 m3 に比較して 2008 年度には 99,481 千
m3となっており、1.68倍の増加となっています。 
 一方、直近 5年間の推移では、電力と同様に 2005年度をピークに減少しています。特に、
工業用のガス使用量の減少が顕著であり、約 26％の削減となっています。 
 2008年度の一人当たりガス使用量（家庭用）は、134m3となっています。 
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資料４．エネルギー消費量の推計方法 

エネルギー消費量の推計を以下に示します。 
 

部門 対象 発生源 計算方法 出典資料

2008年：電力会社提供

産業部門全体にわたる
都市ガス使用量

1990年、2008年：ガス会社提供資料・茨木市統計書 ガス使用量：ガス会社提供資料、茨木市統計書

ＬＰガス使用量：ＬＰガス協会ＨＰ
製造品出荷額：工業統計

製造業における
製造業ＥＮ消費量（大阪）：都道府県別エネルギー
消費統計

その他燃料使用量 業種別出荷額：工業統計

建設・鉱業分野EN使用量（大阪）：都道府県別エネ
ルギー消費統計
就業者数：事業所・企業統計調査

農業における
農林業EＮ消費量（大阪）：都道府県別エネルギー
消費統計

燃料使用量 2005農林業センサス

2008年：電力会社資料

1990年：2008年EN使用量×1990年使用電力量（電灯
及び電力）÷2008年使用電力量（電灯及び電力）

都市ガスｍ３ 1990年、2008年：ガス会社提供資料・茨木市統計書 ガス使用量：茨木市統計書（商業、医療、公用）

業務部門EN使用量（全国）：エネルギー・経済統計
要覧（EDMC）

茨木市用途別床面積：茨木市統計書、茨木市公共
施設資料より算出

全国用途別床面積：エネルギー・経済統計要覧
（EDMC）

2008年：電力会社資料
1990年：2008年EN使用量×1990年使用電力量（電灯）
÷2008年使用電力量（電灯）

都市ガス(m3) 1990年、2008年：ガス会社提供資料・茨木市統計書 ガス使用量：ガス会社提供資料、茨木市統計書

LPG使用量
家庭の年間購入量（大阪市）×プロパンガス需要世帯
数（茨木市）×単身補正

家庭の年間購入量：家計調査年報
世帯数：茨木市統計

茨木市の家庭の年間購入量×茨木市世帯数× 家庭の年間購入量：家計調査年報

単身補正 世帯数：茨木市統計

年間延べ移動量：第4回京阪神都市圏パーソント

リップ調査※１

自動車保有台数（茨木市）：茨木市統計

産業部門全体にわたる
電力使用量

電力使用量：電力会社資料
※1990年は茨木市統計書電力量を使用

産業部門全体にわたる
ＬＰガス使用量

大阪府のＬＰガス販売量×茨木市製造品出荷額÷大阪
府製造品出荷額

1990年：2008年EN消費量（2008年度版）×1990年度
茨木市電力消費量（電力部門）÷2008年度茨木市電力
消費量（電力部門）

産
業
部
門

建設・鉱
業

建設業・鉱業における
燃料使用量

建設・鉱業分野EN使用量（大阪）×茨木市就業者数÷
大阪府就業者数

農業
農林業分野EN使用量（大阪）×茨木市経営耕地総面
積÷大阪府経営耕地総面積

製造業
製造業業種別ＥＮ消費量（大阪）×茨木市の出荷額÷
大阪府の出荷額（大阪）

産業全般

民
生
家
庭
部
門

電力使用量
電力使用量：電力会社資料
※1990年は茨木市統計書電力量から推計。

民生業務部門EN使用量（全国）×茨木市用途別床面
積÷全国用途別床面積

灯油使用量

民
生
業
務
部
門

サービス
業

電力使用量(TJ)
電力使用量：電力会社資料
※1990年は茨木市統計書電力量から推計。

その他燃料使用量(MJ)

運
輸
部

門

一般家庭
の自動
車、運輸
業

自動車の燃料使用
全国の自動車燃料消費量×茨木市の保有台数÷全国
の保有台数

一般
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資料５．新エネルギー賦存量と利用可能量の推計結果 

１）太陽エネルギー 
太陽エネルギーは、主に発電と給湯利用に活用できます。 
①太陽エネルギーの賦存量 
 潜在賦存量は、茨木市における全天日射量、市の面積をもとに推計しました。 
 潜在賦存量（kWh/年）＝①年間傾斜面日射量（30度）×②市域面積 
            =391,705.9×103GJ/年(108,811×106 kWh/年) 

表 太陽光発電の賦存量検討 
項目 値 単位 備考 

①年間傾斜面日射量 5,119
1,422

MJ/m2・年 
kWh/m2・年 

日本建築学会「拡張アメダス気

象データ 1981-2000」 
Perez anisotropic モデルによ
る傾斜面日射量計算 
※茨木市に観測データが無いため、枚

方市のデータ参照 

②市域面積 76.52 km2 平成 21年度茨木市統計書 
 
②太陽光発電の導入可能量 
太陽光発電の導入可能量は、公共施設の規模と戸建かつ持家の家屋にわけ、試算しました。 
導入可能量（kWh/年）＝①出力×②必要面積×③最適傾斜角（30度）における年間日射量
×④補正経緯数 
  ＝48,851 [MWh] = 175,866 [GJ] 
 ⇒約 11,060世帯が 1年間に使用する電力量に相当 
 （※2009年度 茨木市の 1世帯あたり電力消費量は 15.9GJ/年） 

表 太陽光発電の導入可能量検討 
項目 数値 単位 備考 

公共施設 1,310 kW 131（延床面積 500m2以上の施設）×

10kW 
①出力 

家庭 57,415 kW 戸建住宅 63,795戸×3kW×30% 
平成 21年度茨木市統計書 

②必要面積 9 m2/kW 新エネルギーガイドブック導入編 
③最適傾斜角平均日射量 1,422 kWh/m2・年 日本建築学会「拡張アメダス気候デー

タ 1981-2000」 
④補正係数 0.065  新エネルギーガイドブック導入編 
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③太陽熱利用の導入可能量 
太陽熱利用の導入可能量は、下記の積により試算しました。 
導入可能量（kWh/年）＝①集熱面積×②最適傾斜角（30度）における年間日射量×集熱効
率＝ 117×103 [GJ/年] 
 ⇒9,285世帯が 1年間に使用する都市ガスの発熱量(※)に相当 
※茨木市の家庭一戸あたりの都市ガス消費量（351m3）×単位換算（45MJ/m3）×機器効
率（80%）＝12.6GJ/年 
 

表 太陽熱温水システムの導入可能量検討 
項目 数値 単位 備考 

公共施設 200 m2 10施設（老人福祉施設）×20 m2 ①集熱面積 
家庭 57,415 m2 戸建住宅 63,795戸×3 m2×30% 

平成 21年度茨木市統計書 
②最適傾斜角平均日射量 5,119 MJ/m2・年 日本建築学会「拡張アメダス気象デ

ータ 1981-2000」 
③集熱効率 0.4  新エネルギーガイドブック導入編 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

89

２）風力エネルギー 
 下の図は市内の風況マップです。地上高 50ｍにおける年間平均風速 6m/s 以上を黄色、
オレンジのメッシュで示しており、市内に 38 箇所あります。500m メッシュごとに 1MW
の風力発電機 1 基を設置した場合を賦存量とします。また、アクセス可能な道路がすでに
ある場合（囲い付数字）を利用可能量とする場合には 22箇所あります。 
潜在賦存量＝①設置箇所数×②発電効率×③年間時間×④設置サイズ 
      ＝66,576MWh（239,674GJ） 
項目 値 単位 備考
①設置箇所数 38 箇所
②発電効率 20 %
③年間時間 8,760 時間
④設置サイズ 1,000 kW  
 
利用可能量＝①設置箇所数×②発電効率×③年間時間×④設置サイズ 
      ＝38,544MWh（138,758GJ） 

項目 値 単位 備考
①設置箇所数 22 箇所
②発電効率 20 %
③年間時間 8,760 時間
④設置サイズ 1,000 kW  
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図 市内風況図（参照：NEDO局所風況マップ） 
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図 小型風力発電機の事例（出典：ゼファー株式会社） 

   大阪府立八尾高等学校      一般家庭 
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3）小水力発電 
①賦存量 
安威川の千歳橋で落差を 3mと仮定して、賦存量を試算します。 
潜在賦存量＝①重力加速度×②落差×③流量×④水車効率×⑤発電機効率×⑥年間時間 
     ＝249MWh（895GJ） 
 
項目 値 単位 備考 

①重力加速度 9.8 m/s2   
②落差(仮定） 3 m   

③流量（千歳橋） 1.15 m3/s 茨木土木事務所データ 

千歳橋：平成 21 年度 

④水車効率 0.9 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑤発電機効率 0.93 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑥年間時間 8,760 時間   
 
②利用可能量 
185日間はこれを下回らない流量である平水流量を利用可能量として、以下に試算します。 
利用可能量＝①重力加速度×②落差×③流量×④水車効率×⑤発電機効率×⑥年間時間 
          ＝122MWh(439GJ) 
 
項目 値 単位 備考 

①重力加速度 9.8 m/s2   
②落差(仮定） 3 m   

③流量（千歳橋） 0.57 m3/s 茨木土木事務所データ 

千歳橋：平成 21 年度 

④水車効率 0.9 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑤発電機効率 0.93 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑥年間時間 8,760 時間   

 
写真 千歳橋付近  
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その他、茨木市内には十日市浄水場があることから、当浄水場における小水力発電の利用

可能量を試算します。 
十日市浄水場の利用可能量 
＝①重力加速度×②落差×③流量×④水車効率×⑤発電機効率×⑥年間時間 
          ＝668MWh(2,406GJ) 
項目 値 単位 備考 

①重力加速度 9.8 m/s2   
②落差 9.3 m 
③流量 1.00 m3/s 

十日市浄水場 

④水車効率 0.9 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑤発電機効率 0.93 - マイクロ水力発電導入ハンドブック 

⑥年間時間 8,760 時間   

 

 

写真 十日市浄水場 
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４）バイオマス 
 

【バイオマス利用方法】 
バイオマスエネルギーの利用用途は、電気、熱、輸送用燃料の 3つに分類できます。 
 発電 熱 輸送用燃料 
特徴 製材端材、樹皮等のプロ

セス廃材を利用し、直接
燃焼やガス化によって発
電を行います。 

プロセス廃材、稲藁。を
利用して、蒸気または温
水ボイラー、ストーブな
どにより直接燃焼を行い
ます。 

廃油、木材、穀物などか
ら BDF やエタノールな
どを生成し、燃料として
利用します。 

課題 ・資源が分散しており、収集にコストがかかります。 
・化石燃料との競合であるため、化石燃料の価格に左右されます。 
①岩国ウッドパワー ①津山市あば温泉 ①油藤商事（滋賀県） 事例 
②兵庫パルプ工業 ②世田米保育園（ボイラ

ー） 
②アサヒビール（沖縄県
伊江村伊江島） 

 
 
 
①賦存量 
 森林全体の成長量を賦存量としてとらえた場合、以下のように試算します。 
 潜在賦存量＝①森林面積×②森林成長量×③重量換算×④発熱原単位 
        ＝87,762[GJ] 
      ⇒木質チップ（14.4MJ/kg）約 6,100トンに相当 

表 森林賦存量 
内容 値 単位 出典 

人工林 546 ha 茨木市統計書 ①森林面積 
天然林 2,019 ha 茨木市統計書 

②森林成長量 3.6 m3/ha・年 新エネルギーガイドブック導入編 
③重量換算 500 kg/m3 〃 

人工林 19.78 MJ/kg 〃 ④単位発熱量 
天然林 18.80 MJ/kg 〃 
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②利用可能量 
 森林全体の賦存量のボイラー効率を乗じた熱量を、利用可能量として以下に試算します。 
 利用可能量＝①化石燃料使用量×②エネルギー換算 
        ＝14,757GJ] 
             ⇒木質チップ（14.4MJ/kg）約 1,025トンに相当 
 
項目 値 単位 備考 

253,523 m3（都市ガス） 老健施設 11か所 
①化石燃料使用量 

74,412 m3（都市ガス） スポーツ施設3か所 
②エネルギー換算 45 MJ/m3   

 
 一方、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）によって 5
項目 18種に分類されています。バイオマスの賦存量及び利用可能量は、NEDOの「バイオ
マス賦存量・利用可能量の推計」により、以下の表のようにまとめられます。 
 

表 バイオマス賦存量・利用可能量一覧表 
（「NEDOバイオマス賦存量・利用可能量の推計」を参考に茨木市作成） 

http://www.nedo.go.jp/library/biomass/index.html 

項目 種別 賦存量（t/年） 利用可能量（t/年）
林地残材 543 40
製材所廃材: 174 13
果樹剪定 34 26
公園剪定 154 110
建築解体廃材 7,290 2,843
新・増築廃材 2,117 826
稲わら 2,294 1,718
もみ殻 306 113
乳用牛 0 0
肉用牛 0 0
養豚 0 0
採卵鶏 99.28 49.64
ブロイラー 0 0
生活系厨芥類 21,278 21,278
事業系厨芥類 15,669 10,092
動物性残さ 10,362 2,300

汚泥系 下水汚泥 250,966 250,966

木質

農業

畜産（糞）

食品系
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5)温度差エネルギー 

温度差エネルギーは、ヒートポンプ技術によって主に空調に利用されます。 
①下水処理水の温度差エネルギーの賦存量 
 安威川流域下水道中央水みらいセンターの下水処理水と気温との温度差エネルギーの

賦存量を表から試算した結果、1,029,334（GJ/年）となりました。 
 

表 下水処理水の温度差エネルギー賦存量 
水量
(m3/月）

比重
(t/m3)

気温
（大阪管区気象台） 水温① 水温② 水温と気温の差 定圧比熱

（kJ/kg・℃）
エネルギー量
（GJ/月）

1月 5,338,184 5.8 17.8 17.9 5.0 111,728

2月 4,992,407 5.1 17.1 17.1 5.0 104,491

3月 5,710,691 10.8 18.0 16.3 5.0 119,525

4月 5,431,900 15.4 20.5 22.7 5.0 113,690

5月 5,743,250 20.0 23.7 23.1 3.4 81,740

6月 5,762,582 23.1 24.2 25.7 1.9 44,626

7月 6,362,701 28.7 26.4 28.2 － 0

8月 6,107,180 28.4 28.4 29.0 0.3 7,669

9月 5,458,513 24.5 28.5 28.8 4.2 94,825

10月 5,675,823 19.6 24.5 25.2 5.0 118,795

11月 5,535,226 13.4 23.9 21.3 5.0 115,852

12月 5,561,052 9.1 21.3 20.9 5.0 116,393

合計 1,029,334

4.1861.00

※ヒートポンプは温度差5度程度での空調運転となるため、
5度以上ある場合には温度差5度とした。  

②温度差エネルギーの導入可能性 
 需要側（安威川流域下水道中央水みらいセンター中央管理棟）の空調によるエネルギー

消費量から推計した場合、以下のようになる。 
・空調設備：ガスヒートポンプ 
・燃料使用量（H21年度実績）：20,096m3 
エネルギー消費量＝①ガス使用量 / ②エネルギー換算×③ガスヒートポンプエネルギー消
費効率(COP)÷④下水熱ヒートポンプエネルギー消費効率（COP） 
   ＝235GJ 
 

表 温度差エネルギーの導入可能性に関するデータ 
項目 値 単位 備考 

①ガス使用量 20,096 m3 下水処理場 
②エネルギー換算 45 MJ/ m3  
③COP（ガスヒートポンプ） 1.3  仮定 
④COP(下水熱ヒートポンプ) 5  仮定 
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【温度差エネルギーの先進事例】 
 温度差エネルギーは、地下水、河川水、下水、温泉、地中熱などを熱源としたエネルギ

ーであり、全国で広まりつつあります。 
場所 中之島三丁目熱供給センター 

（大阪府大阪市） 
備前市エコハウス 
（岡山県備前市） 

分類 河川水 地中熱 
特徴 堂島川と土佐堀川に挟まれた地形を

活かし、大気と河川水の温度差を利用
しており、ビルの冷暖房に使われてい
ます。日本唯一の二河川利用、空調依
存率 100％河川水利用の施設(ヒート
ポンプ氷蓄熱システムです。 

地中 5mまで配管を埋め込み、地表温
度との季節ずれを活用。夏は涼しい風
（地中温度約 15度）を、冬は暖かい
風（地中温度約 18度）を吸い上げ、
補助空調と組み合わせて、部屋全体を
快適にします。 
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資料６．市民アンケート 
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資料７．事業所アンケート 

 


